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要 約

本研究は、地域包括支援センターにおける関係機関等との連携状況について探索的に明らかに

することを目的とした。地域包括支援センターと２４種の関係機関等との連携状況について明らか

にするためにピアソンの積率相関係数を算出した結果、総合相談支援業務及び権利擁護業務にお

いて相関関係が最も強い関係機関は、訪問看護事業者と訪問介護事業者であると明らかになり、

地域包括支援センターが医療と福祉との連携において中核的な役割を担っているのではないかと

考えられた。加えて、２４種の関係機関等との連携状況の構造を明らかにするために、探索的因子

分析（最尤法、プロマックス回転）を行った結果、総合相談支援業務は４因子モデルであるのに

対して、権利擁護業務は３因子モデルであることが明らかになった。これらのことから、地域包

括支援センターの社会福祉士が相談内容や業務内容に応じて関係機関等との連携を行っているの

ではないかということ、換言するならば相談内容やニーズに応じて社会資源との連絡・調整を

行っているのではないかということを推察することができた。
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�．研究の背景と目的

団塊の世代が７５歳以上になる平成３７（２０２５）年を見据え、できる限り住み慣れた地域で、人生

の最期まで尊厳をもって自分らしい生活を送ることができる社会の実現に向けて、住まい・医

療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を実現するこ

とが求められている。こうした生活を支える役割を果たすための中核機関として地域包括支援セ

ンターが設置された。
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わが国の介護保険制度の動向から、地域包括支援センターについて概観してみると、平成１７

（２００５）年の介護保険法の改正により、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必

要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること

を目的として（介護保険法第１１５条の４６第１項）、包括的支援事業等を地域において一体的に実施

する役割を担う中核的機関として地域包括支援センターが法制化され、平成２０（２００８）年４月１

日から全国の全市町村に設置されることになった。

また、平成２３（２０１１）年６月１５日に成立（同年６月２２日公布）した「介護サービスの基盤強化

のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、地域包括支援センターの機能強化が図ら

れ、平成２６（２０１４）年６月１８日に成立（同年６月２５日公布）した「地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の施行により、医療と介護サー

ビスを一体的に提供するための地域包括ケアシステムの体制整備が促進され、医療と福祉との連

携が強化されている。

加えて、平成２４（２０１２）年２月１７日に閣議決定した「社会保障・税一体改革大綱」において、

医療と介護の連携の強化や、在宅医療の推進、多職種協働によるチーム医療の推進が掲げられて

いることや、平成２６（２０１４）年に引き続き平成２７（２０１５）年度の厚生労働省の予算の概要におい

ても、社会保障の充実のために、医療・介護サービスの提供体制の改革が示され、その中で、病

床の機能分化・連携、在宅医療の推進等、地域包括ケアシステムの構築（認知症に係る地域支援

事業の充実等）が打ち出されており、在宅医療等の推進等とともに、認知症対策も視野に入れた

地域包括ケアシステムの構築が求められている状況にある。

このような状況の中で地域包括支援センターには、多職種協働や連携による地域包括ケアシス

テムにおける中核的な役割が求められているということに異論を挟む余地はないといえよう。

ところで、地域包括支援センターが設立された平成１７（２００５）年から現在（平成２７年１０月６日）

に至るまで、CiNii Articlesにおいて、「地域包括ケア」のキーワードで検索された先行研究は１，９７６

件、「地域包括支援センター」のキーワードで検索された先行研究は１，０３１件である。そこで、こ

れらの先行研究を概観してみると、例えば、地域ケア会議を中核とした地域包括ケアシステムに

着目し、小地域ケア会議の活動によって得られた成果や課題について明らかにしている研究（筒

井ら、２００９）、地域包括ケアシステムにおける理論や実証、展開について論じた研究（筒井、２０１４）、

地域包括支援センターを対象にネットワーク構築に影響する要因、促進する要因やネットワーク

構築に関する認識について検討している研究（寺田ら、２０１２；眞崎ら、２０１２；高瀬、２０１４；工藤

ら、２０１３）等をあげることができる。

しかしながら、地域包括ケアや地域包括支援センターに関する全国規模での調査研究として公

表されているものは、筆者らが把握する限り、厚生労働省の老人保健健康増進等事業の助成を受

けて三菱総合研究所が平成２２年度、平成２３年度、平成２４年度、平成２５年度及び平成２６年度に実施

した調査結果、並びに同補助事業による全国社会福祉協議会及び全国地域包括・在宅介護支援セ

ンター協議会が平成２２年度に実施した調査結果等しか存在していないのが現状である。
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確かに、上述した調査研究等は、全国の地域包括支援センターを対象としており、経年比較が

可能となる貴重な実証データではあるが、その内容については、記述的かつ概括的であり、変数

間の詳細な関係については言及されていない（潮谷ら、２０１４）。このような状況も踏まえ、長崎

純心大学医療・福祉連携センターでは、全国の地域包括支援センターの現状と課題を明らかにす

るために必要となる基礎資料を収集するとともに、地域包括ケアシステムにおける地域包括支援

センターの役割と可能性を実証的に析出することを目的に、「地域包括支援センターにおける業

務実態等に関する調査」を実施した。なお、当該調査の単純集計の結果については、潮谷ら（２０１４）

が『純心現代福祉研究 第１８号』に報告している。加えて、「関係機関等との連携頻状況」に関

する因子分析の結果（吉田ら、２０１４）や、「地域ケア会議の開催主催」、「地域ケア会議の司会者」

を独立変数、「地域ケア会議の開催頻度」を従属変数とする分散分析及び、「総合相談支援業務」、

「権利擁護業務」について、「職場内での業務状況」を独立変数、「他機関等との連携状況」並び

に「社会資源の連携・開発状況」を従属変数とする共分散分析の結果（奥村ら、２０１４）、「地域包

括支援センターの設置主体」及び「地域ケア会議の司会者」を独立変数、「地域ケア会議の開催

頻度」を従属変数とする分散分析の結果（奥村ら、２０１５）、「地域包括支援センターの設置主体」

を独立変数、「関係機関等との連携頻度」を従属変数とする分散分析の結果（吉田ら、２０１５）に

ついては、各々関係学会等にて報告を行っている（注１）。

そこで、本研究では、筆者らのこれまでの研究成果を踏まえて、地域包括支援センターにおけ

る関係機関等との連携状況について記述的に明らかにすることを目的とした。

�．方 法

１．調査対象及び調査方法

調査対象は、全国の地域包括支援センター４，８３４か所（サブセンター・ブランチ含む）であり、

回答者には、回答者の職種の差意から生じる回答の偏りを未然に防ぐ観点から、地域包括支援セ

ンターに配置されている保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等のうち、社会福祉士または

それに準ずる者とした。

調査方法は、質問紙を用いた自計式の郵送調査であり、調査期間は、平成２６（２０１４）年２月か

ら同年２月末日であった。回収率は２５．２％（１，２１７件）であったが、回収したもののなかから無

回答が顕著なケース及び調査対象者のうち職種が社会福祉士以外のものを除く１，００４件を分析対

象とした。

調査の実施に伴う倫理的配慮としては、調査依頼文及び調査票の表紙に回答について厳重に秘

密を守って統計処理を行い、センター名及び個人のプライバシーが外部に漏洩することはない旨

を記した。

調査項目については、三菱総合研究所（２０１３）による『地域包括支援センターにおける業務実

態や機能のあり方に関する調査研究事業報告書』の内容を分析するとともに、地域包括支援セン
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表�－１ 主な調査大項目

� 地域包括支援センターの現状 � 職員研修等 � 広報活動

� 関係機関等との連携状況 � 地域ケア会議 � 啓発活動

� 業務の状況 	 職場環境 
 回答者属性

ターの社会福祉士２名を対象とするプレテストを３回行い、その結果をふまえて調査票を作成し

た。

主な調査項目は表�－１に示す通りである。なお、詳細な調査項目及び調査票に関しては『純

心現代福祉研究 第１８号』（潮谷ら、２０１４）を参照されたい。

２．分析方法

� 各種変数における記述統計量の算出

調査対象者のうち、職種が社会福祉士である者（n＝１，００４）の基本属性及び、地域包括支援セ

ンターの設置主体、回答者が５つの業務（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケ

アマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務、指定介護予防支援）に対してそれぞ

れ当該業務が主たる業務であるか否かについて記述統計量を算出した。

� 地域包括支援センターと関係機関等との連携状況に関する分析

総合相談支援業務及び権利擁護業務における２４種の関係機関等との連携状況について把握する

ために、以下の手続きにそって分析を行った。なお、分析対象者は職種が社会福祉士であり、各

業務ごとの２４種の関係機関等との連携状況に関する変数に欠損値を有しないケースとした。

�各業務に対して２４種の関係機関等との連携状況について、１年間を通してどの程度連携してい

るかという問に対して、「していない」「年１回程度」「年２回程度」「月１回程度」「月２回程

度」「月４回程度」「月５回以上」の７つの選択肢を用いて測定を行った。

上記の分析結果を踏まえて、２４種の関係機関等の連携状況について、「していない」に０点、「年

１回程度」に１点、「年２回程度」に２点、「月１回程度」に３点、「月２回程度」に４点、「月

４回程度」に５点、「月５回以上」に６点を付与し、平均値を算出した。

�２４種の関係機関等との連携状況について、ピアソンの積率相関係数を用いた相関行列を算出し

た。

�２４種の関係機関等との連携状況の構造を明らかにするために、探索的因子分析を行った。初期

解の推定法は最尤法であり、回転法は斜交プロマックス回転であった。因子数は固有値１．０以

上とした。

なお、分析には IBM SPSS Statistics２２を用いた。
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表�－１ 対象者の基本属性

平均値 標準偏差 保有する資格（複数回答、各々 n＝１，００４） 度数 ％
年齢（n＝９９５） ３７．３１ ８．４９ 社会福祉士 １，００４ １００．０
性別（n＝１，００４） 度数 ％ 精神保健福祉士 １８１ １８．０

男性 ４３４ ４３．２ 保健師 ４ ０．４
女性 ５６９ ５６．７ 看護師 １４ １．４
無回答 １ ０．１ 理学療法士 ０ ０．０

最終学歴（n＝１，００４） 度数 ％ 作業療法士 ０ ０．０
高校 ２１ ２．１ 言語聴覚士 １ ０．１
専門学校 ７３ ７．３ 介護支援専門員 ５９１ ５８．９
短期大学 ４０ ４．０ 介護福祉士 ２８１ ２８．０
大学 ８３４ ８３．１ 訪問介護員 １２５ １２．５
大学院 ２８ ２．８ その他 ８９ ８．９
その他 １ ０．１ 平均値 標準偏差
無回答 ７ ０．７ 現在の施設勤務年数（n＝１，００１） ３．８２ ２．５５

他の施設での勤務年数 平均値 標準偏差
行政関係（n＝９４３） １．２３ ３．７９
福祉関係（n＝９４４） ６．２３ ５．９３
医療関係（n＝９４４） ０．８７ ２．４３

�．研究結果

１．各種変数の分析結果

� 調査対象者の基本属性

調査対象者の基本属性は、表�－１に示すとおりであり、平均年齢は３７．３１歳（S.D＝８．４９）、

性別は男性が４３．２％、女性が５６．７％であった。最終学歴は、回答が多い順に、大学が８３．１％、専

門学校が７．３％、短期大学が４．０％であった。保有する資格については、複数回答による頻度が多

い順に、社会福祉士が１，００４人、介護支援専門員が５９１人、介護福祉士が２８１人であった。現在の

地域包括支援センターにおける平均勤務年数は３．８２年（S.D＝２．５５）、他の施設や機関における平

均勤務年数は、行政関係が１．２３年（S.D＝３．７９）、福祉関係が６．２３年（S.D＝５．９３）、医療関係が

０．８７年（S.D＝２．４３）であった。なお、文中の S.Dとは標準偏差のことである。

� 地域包括支援センターの設置主体

地域包括支援センターの設置主体としては、回答が多い順に「社会福祉法人（社会福祉協議会

を除く）」が３６．５％、「行政直営」２８．１％、「社会福祉協議会」が１６．８％、「医療法人」が１１．７％で

あった（表�－２）。なお、本調査では、「社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）」と「社会福

祉協議会」とを分けて測定を行っているが、社会福祉協議会の経営主体は全て社会福祉法人であ

るということに注意されたい。

また、三菱総合研究所（２０１４）による『地域包括支援センターにおける業務実態に関する調査

研究事業報告書』で示されている地域包括支援センターの設置主体の状況は、回答が多い順に「社

会福祉法人（社会福祉協議会除く）」が３８．８％、「行政直営」が２８．２％、「社会福祉協議会」が１３．６％、

「医療法人」が１２．２％であった。本調査の結果とを比較してみるとほぼ同じような傾向が見られた。
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表�－２ 設置主体及び社会福祉士が主たる業務とするものの単純
集計結果

地域包括支援センターの設置主体（n＝１，００４） 度数 ％
行政直営 ２８３ ２８．１
社会福祉法人（社会福祉協議会を除く） ３６６ ３６．５
社会福祉協議会 １６９ １６．８
医療法人 １１７ １１．７
財団法人（一般・公益） １４ １．４
社団法人（一般・公益） １４ １．４
有限会社 １ ０．１
株式会社 ８ ０．８
NPO法人 ６ ０．６
その他 １２ １．２
無回答 １５ １．５

社会福祉士が主たる業務とするもの（各々 n＝１，００４） 度数 ％
総合相談支援業務 ９１８ ９１．４
権利擁護業務 ９３８ ９３．４
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 ３１８ ３１．７
介護予防ケアマネジメント業務 ３３３ ３３．２
指定会後予防支援 ５１１ ５０．９

� 社会福祉士の主たる業務

社会福祉士の主たる業務について、５つの業務が調査対象者（n＝１，００４）にとって主たる業務

であるか否かについてそれぞれ測定した結果、表�－２に示す通り、社会福祉士が主たる業務で

あると答えた度数が多い順に、権利擁護業務（９３８人）、総合相談支援業務（９１８人）、指定介護予

防支援（５１１人）、介護予防ケアマネジメント業務（３３３人）、包括的・継続的ケアマネジメント支

援業務（３１８人）であった。

上述したように、地域包括支援センターの社会福祉士は、権利擁護業務及び総合相談支援業務

を主たる業務としていることが明らかになったため、今後の分析では、総合相談支援業務及び権

利擁護業務に絞り分析を行った。

� 総合相談支援業務及び権利擁護業務における各関係機関等との連携状況

総合相談支援業務及び権利擁護業務における各関係機関との連携状況の平均値と標準偏差を表

�－３に示した。

総合相談支援業務における２４種の関係機関等との連携状況の平均値は０．５２４から５．０５９の範囲に、

標準偏差は０．８４５から２．１０１の範囲にあり、平均値が高い順に「居宅介護支援事業」が５．０５９、「市

区町村」が４．９３５、「病院」が４．３９５、「民生委員・児童委員」が４．０３１であった。

権利擁護業務における２４種の関係機関等との連携状況の平均値は０．１６６から３．６６０の範囲に、標

準偏差は０．５１２から１．８８７の範囲にあり、平均値が高い順に「市区町村」が３．６６０、「居宅介護支援

事業者」が３．１７４、「民生委員・児童委員」が２．５３３、「福祉事務所」が２．３５１、「病院」が２．３４３、「社

会福祉協議会」が２．２２２、「他の地域包括支援センター」が２．００４であった。

これらのことから総合相談支援業務が権利擁護業務に比して、弁護士との連携頻度以外は全体

的に総合相談の連携頻度の平均点が高いことが明らかになった。

吉田・潮谷・宮野・奥村・地域包括支援センターにおける関係機関等との連携状況に関する一研究
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２．変数間の相関行列の結果

� 総合相談支援業務における変数間の相関関係

総合相談支援業務における２４種の関係機関等との連携状況について、ピアソンの積率相関係数

を用いて変数間の相関行列を表�－４に示した。相関関係が０．６以上を示す値は x１２（訪問看護

事業者）と x１３（訪問介護事業者）が０．６５８、x１８（自治会・町内会）と x１９（老人会などの老人

クラブ）が０．６２５、x１３（訪問介護事業者）と x１４（介護保険施設）が０．６０３であった。

なお、表に色がついている箇所は０．３以上の相関関係が見られたものであり、枠で囲っている

箇所は、０．６以上の相関関係が見られたものである。

� 権利擁護業務における変数間の相関関係

権利擁護業務における２４種の関係機関等との連携状況について、ピアソンの積率相関係数を用

いて変数間の相関行列を表�－５に示した。権利擁護業務における変数間の相関行列において、

相関関係が０．６以上を示す値は x５（消防署救急車手配あり）と x６（消防署救急車手配なし）が

０．６２５、x７（病院）と x８（診療所）が０．６５３、x７（病院）と x１１（居宅介護支援事業者）が０．６３８、

x１１（居宅介護支援事業者）と x１３（訪問介護事業者）が０．６３２、x１１（居宅介護支援事業者）と x

１４（介護保険施設）が０．６０２、x１１（居宅介護支援事業者）と x１６（民生委員・児童委員）が０．６３１、

表�－３ 総合相談支援業務及び権利擁護業務における各関係機関等との連携状況

総合相談支援業務 権利擁護業務
度数 平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差

市区町村 ８１８ ４．９３５ １．４０８ ８５７ ３．６６０ １．６１６
福祉事務所 ８１８ ３．１６０ ２．１０１ ８５７ ２．３５１ １．８８７
保健福祉センター・保健所 ８１８ ２．４１３ １．６２５ ８５７ １．５８０ １．５００
警察署 ８１８ １．７４７ １．１５３ ８５７ １．４５２ １．１６６
消防署救急車手配あり ８１８ １．２７４ １．０８３ ８５７ ０．６０４ ０．９００
消防署救急車手配なし ８１８ ０．７５６ １．０３５ ８５７ ０．４２８ ０．７８５
病院 ８１８ ４．３９５ １．４１０ ８５７ ２．３４３ １．４７４
診療所 ８１８ ３．０７１ １．８８５ ８５７ １．５５３ １．５２２
歯科診療所 ８１８ ０．８２３ １．１５０ ８５７ ０．２２３ ０．６６７
他の地域包括支援センター ８１８ ３．３３４ １．６７３ ８５７ ２．００４ １．６３８
居宅介護支援事業者 ８１８ ５．０５９ １．２９８ ８５７ ３．１７４ １．５６０
訪問看護事業者 ８１８ ２．６７６ １．７２９ ８５７ １．２７１ １．４９３
訪問介護事業者 ８１８ ３．８２８ １．８４０ ８５７ １．９１１ １．６８５
介護保険施設 ８１８ ３．２４７ １．６８８ ８５７ １．９８７ １．５５６
弁護士 ８１８ １．０３５ １．１６８ ８５７ １．１０６ １．２３７
民生委員・児童委員 ８１８ ４．０３１ １．３０７ ８５７ ２．５３３ １．４１７
社会福祉協議会 ８１８ ３．３６８ １．５９４ ８５７ ２．２２２ １．６５２
自治会・町内会 ８１８ ２．２３６ １．５２０ ８５７ １．０９３ １．３４２
老人会などの老人クラブ ８１８ １．７１８ １．４０３ ８５７ ０．６３６ １．１１３
ボランティア団体 ８１８ １．２６２ １．３３７ ８５７ ０．４１２ ０．９１３
家族会などの当事者団体 ８１８ ０．９４４ １．２１３ ８５７ ０．３９９ ０．９０４
老人福祉センター ８１８ ０．７９１ １．３２３ ８５７ ０．３００ ０．８３６
小・中学校などの教育機関 ８１８ ０．５２４ ０．８４５ ８５７ ０．１６６ ０．５１２
公民館などの社会教育施設 ８１８ １．０６８ １．３２４ ８５７ ０．２８９ ０．７６３

純 心 人 文 研 究 第２２号 ２０１６
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表�－４ 総合相談支援業務における変数間の相関行列（n＝８１８）
x１ x２ x３ x４ x５ x６ x７ x８ x９ x１０ x１１ x１２ x１３ x１４ x１５ x１６ x１７ x１８ x１９ x２０ x２１ x２２ x２３ x２４

x１ １．０００
x２ ０．３８１１．０００
x３ ０．２２７０．３５２１．０００
x４ ０．３２１０．４２３０．３５７１．０００
x５ ０．２５１０．３３２０．２２１０．４４１１．０００
x６ ０．１８４０．２８３０．２３８０．４１９０．３９２１．０００
x７ ０．４０１０．３６７０．３１９０．３６４０．３５３０．１３６１．０００
x８ ０．２２６０．２６４０．２９５０．３３８０．３６７０．２１６０．４８８１．０００
x９ ０．１３６０．２２８０．２４５０．３５９０．３５３０．３２１０．２８８０．４０４１．０００
x１０ ０．２１３０．２５５０．２１９０．２７１０．２７５０．１８４０．３０３０．２５７０．２９６１．０００
x１１ ０．４３６０．３０７０．２３６０．３０４０．２６６０．１９５０．５３２０．３７８０．２３３０．３６５１．０００
x１２ ０．２５１０．２６００．２９５０．２９００．３２３０．２６００．４８４０．４７４０．３８３０．３４００．４６２１．０００
x１３ ０．２８７０．２３１０．２３００．２５００．２７７０．１７９０．４８１０．４１３０．３４３０．３２４０．５８１０．６５８１．０００
x１４ ０．３１９０．２３１０．２３５０．３１５０．２６８０．１８９０．４５８０．３９７０．３３６０．２９１０．５３００．５５８０．６０３１．０００
x１５ ０．１９３０．３１３０．２７７０．３６４０．３５４０．２９２０．２８００．２３６０．３０９０．２４００．２１９０．２９５０．２５１０．２５６１．０００
x１６ ０．２６４０．３０３０．２３００．３４４０．２８５０．１８５０．４３５０．３５４０．２９３０．３７００．４５５０．４０８０．４４８０．４２８０．２２０１．０００
x１７ ０．３１９０．２４９０．２６５０．３２８０．２２９０．２３３０．２８１０．２４６０．２３６０．１９２０．３７８０．３３５０．３６４０．４２４０．２３１０．３８４１．０００
x１８ ０．１１１０．１６６０．２５２０．２４８０．２３１０．１５７０．２８４０．３０７０．３３３０．３５８０．２９９０．３３００．３３００．２８４０．２５３０．４４９０．２７２１．０００
x１９ ０．１０８０．０８９０．１９９０．２４４０．２０３０．１５７０．２２００．２９３０．３５３０．３１００．２５９０．２７９０．２９２０．２７８０．２０３０．３１５０．２３３０．６２５１．０００
x２０ ０．１０６０．０９９０．２０５０．２３８０．２７３０．１５２０．１８７０．２４９０．２８２０．２６５０．２３１０．３０２０．２７７０．２８４０．２４７０．２４１０．２２２０．４１２０．４５０１．０００
x２１ ０．１３３０．１４８０．１９９０．２０１０．２１１０．１９１０．１４９０．２４００．３４６０．２８００．１９５０．２５３０．２３６０．２４４０．３０８０．２０００．２１８０．３５９０．４３２０．４５２１．０００
x２２ ０．１５６０．１７３０．２１３０．２３９０．１７３０．１２４０．１９１０．２３５０．２７１０．１８２０．１６５０．２３５０．２４３０．１９４０．１９５０．２０３０．２５７０．２８６０．２６８０．３１５０．２８０１．０００
x２３ ０．１３３０．１５６０．１９７０．２８１０．２９５０．２７３０．２２２０．２３００．３５５０．２５７０．２０５０．２６００．２６４０．２３５０．３２７０．２４４０．２３８０．３４２０．３６００．３８２０．３９５０．３４３１．０００
x２４ ０．０６８０．１１５０．１６３０．１９８０．１１１０．０８５０．２０１０．１８８０．２４１０．２８６０．１７９０．１８１０．１９７０．２０７０．１８７０．２３００．１５２０．３２１０．３６９０．２８５０．２７８０．２８１０．３８２１．０００

x１
x２
x３
x４
x５
x６
x７
x８
x９
x１０
x１１
x１２

市区町村
福祉事務所
保健福祉センター・保健所
警察署
消防署救急車手配あり
消防署救急車手配なし
病院
診療所
歯科診療所
他の地域包括支援センター
居宅介護支援事業者
訪問看護事業者

x１３
x１４
x１５
x１６
x１７
x１８
x１９
x２０
x２１
x２２
x２３
x２４

訪問介護事業者
介護保険施設
弁護士
民生委員・児童委員
社会福祉協議会
自治会・町内会
老人会などの老人クラブ
ボランティア団体
家族会などの当事者団体
老人福祉センター
小・中学校などの教育機関
公民館などの社会教育施設

表�－５ 権利擁護業務における変数間の相関行列（n＝８５７）
x１ x２ x３ x４ x５ x６ x７ x８ x９ x１０ x１１ x１２ x１３ x１４ x１５ x１６ x１７ x１８ x１９ x２０ x２１ x２２ x２３ x２４

x１ １．０００
x２ ０．５３８１．０００
x３ ０．３６４０．４５５１．０００
x４ ０．４２９０．４６２０．４５８１．０００
x５ ０．３１６０．３４８０．３６００．４５０１．０００
x６ ０．２９８０．３３７０．３８２０．４３８０．６２５１．０００
x７ ０．５６００．５１６０．４２６０．４７１０．４４９０．３７３１．０００
x８ ０．３８５０．４２８０．３８８０．３４７０．４４３０．３５９０．６５３１．０００
x９ ０．２０８０．２４３０．２８１０．２７５０．３８７０．３９３０．３１２０．３６４１．０００
x１０ ０．３０７０．３２７０．２６７０．３２１０．３１６０．２７９０．３９３０．３３７０．２７４１．０００
x１１ ０．５７６０．４９３０．４０５０．４２７０．３９５０．３４２０．６３８０．５２２０．２８１０．４１５１．０００
x１２ ０．３７４０．３６００．４０４０．３７１０．４５３０．３９００．５２００．５２００．４１１０．３７８０．５１２１．０００
x１３ ０．４１６０．３９７０．４２４０．４０００．４１２０．３８１０．５６３０．５４３０．３６００．３９１０．６３２０．７１１１．０００
x１４ ０．４９９０．４７９０．４４７０．４２９０．３４７０．３５８０．５９００．５１００．３３４０．３６３０．６０２０．５７５０．６９１１．０００
x１５ ０．２７３０．３２３０．２８２０．３３８０．３０４０．２７４０．４０４０．３１９０．２４６０．３５００．２９４０．３８４０．３１００．２８４１．０００
x１６ ０．４６３０．４３１０．３９４０．４５６０．４０７０．３６９０．５９４０．４９８０．３２９０．３８６０．６３１０．４７６０．５８２０．５４２０．３１８１．０００
x１７ ０．４３３０．３６９０．３８００．３７９０．３１８０．３２８０．４５６０．３８８０．２７５０．３２９０．４８００．３９９０．４５８０．４６９０．３２７０．５１７１．０００
x１８ ０．２９１０．２７２０．４０５０．３４３０．３５１０．３０５０．３９２０．４２１０．３８６０．３３１０．３８５０．３９７０．４４２０．４１２０．２７５０．５３８０．３８２１．０００
x１９ ０．２３００．２１１０．３３２０．３１９０．３３１０．３５００．３５２０．４２２０．４３５０．３３９０．３３１０．４０８０．４３５０．３９３０．２６３０．４５４０．３６２０．６６５１．０００
x２０ ０．１９９０．１９５０．３３１０．２７９０．３６４０．３５００．２９９０．３６９０．４７３０．２７９０．３１１０．４３９０．４１４０．３８４０．２５１０．３７１０．３１２０．５３１０．６３３１．０００
x２１ ０．２１７０．２１５０．２６９０．２４６０．３４２０．３３７０．３０５０．２９１０．３９７０．３４３０．２９５０．３７２０．３８２０．３２２０．３０６０．３３９０．３２９０．４３５０．５５００．６４３１．０００
x２２ ０．１８４０．１９５０．２７３０．２６２０．２７３０．２７００．２７６０．２５４０．３７３０．２０５０．２４９０．３４７０．３３９０．３２５０．１９５０．３０３０．２９３０．４０６０．５０７０．４８１０．４５４１．０００
x２３ ０．１９５０．２１２０．３０７０．２５２０．３１７０．３４９０．３３２０．３０２０．４５３０．２４２０．２７５０．３２５０．３８７０．３３５０．１９７０．３３５０．２７７０．４１８０．４９７０．５３１０．５３６０．４９２１．０００
x２４ ０．１４８０．１５２０．２４６０．２３４０．２７９０．２９２０．２８８０．２７００．３６００．２９００．２７９０．３６００．３３３０．３０３０．２３１０．３２１０．２６１０．４０００．４７６０．４３１０．４８８０．４８５０．５２０１．０００

x１
x２
x３
x４
x５
x６
x７
x８
x９
x１０
x１１
x１２

市区町村
福祉事務所
保健福祉センター・保健所
警察署
消防署救急車手配あり
消防署救急車手配なし
病院
診療所
歯科診療所
他の地域包括支援センター
居宅介護支援事業者
訪問看護事業者

x１３
x１４
x１５
x１６
x１７
x１８
x１９
x２０
x２１
x２２
x２３
x２４

訪問介護事業者
介護保険施設
弁護士
民生委員・児童委員
社会福祉協議会
自治会・町内会
老人会などの老人クラブ
ボランティア団体
家族会などの当事者団体
老人福祉センター
小・中学校などの教育機関
公民館などの社会教育施設
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x１２（訪問看護事業者）と x１３（訪問介護事業者）が０．７１１、x１３（訪問介護事業者）と x１４（介護

保険施設）が０．６９１、x１８（自治会・町内会）と x１９（老人会などの老人クラブ）０．６６５、x１９（老

人会などの老人クラブ）と x２０（ボランティア団体）が０．６３３、x２０（ボランティア団体）と x２１

（家族会などの当事者団体）が０．６４３であった。

なお、表に色がついている箇所は０．３以上の相関関係が見られたものであり、枠で囲っている

箇所は、０．７以上の相関関係が見られたものである。

３．因子分析の結果

� 総合相談支援業務における因子分析の結果

総合相談支援業務において各関係機関等との連携について因子分析（最尤法、プロマックス回

表�－６ 総合相談支援業務における因子分析結果（最尤法：プロマックス回転）
（n＝８１８）

因子 １ ２ ３ ４
老人会などの老人クラブ ０．８７４ －０．０７４ －０．１３６ ０．０１５
自治会・町内会 ０．８００ －０．０４８ －０．１５３ ０．１３９
ボランティア団体 ０．５６８ ０．０７３ ０．０９３ －０．１３４
家族会などの当事者団体 ０．５４１ ０．０１０ ０．１７７ －０．１５０
公民館などの社会教育施設 ０．５０７ －０．０４５ ０．０１３ ０．０１１
小・中学校などの教育機関 ０．４４２ ０．０１０ ０．２９６ －０．１１８
老人福祉センター ０．３３３ ０．０３８ ０．１６３ －０．０２２
他の地域包括支援センター ０．２９７ ０．１０９ ０．０５８ ０．１９６
訪問介護事業者 －０．０３０ ０．９１１ －０．１０５ －０．０１３
訪問看護事業者 －０．０４３ ０．８０６ ０．０９６ －０．０８２
介護保険施設 －０．０１０ ０．６８５ －０．０１９ ０．１０２
居宅介護支援事業者 －０．００５ ０．５０７ －０．１２７ ０．４２０
診療所 ０．０７６ ０．３６１ ０．１９０ ０．１０７
消防署救急車手配なし －０．０３３ －０．０３０ ０．５９１ ０．０４２
警察署 ０．０４２ －０．１３１ ０．５６４ ０．３５３
消防署救急車手配あり ０．０００ ０．０５１ ０．５３４ ０．１３２
弁護士 ０．１０６ ０．０２３ ０．４６１ ０．０５５
歯科診療所 ０．２４７ ０．１９７ ０．３７５ －０．１１８
保健福祉センター・保健所 ０．０８９ －０．０１３ ０．３０３ ０．２４４
市区町村 －０．１４１ ０．０９２ ０．１４０ ０．５２５
福祉事務所 －０．１２５ －０．０９８ ０．４１９ ０．４９６
病院 －０．０５７ ０．３８８ ０．０６９ ０．４１１
民生委員・児童委員 ０．２４０ ０．２３７ －０．０６０ ０．３６７
社会福祉協議会 ０．０９６ ０．２１８ ０．１０３ ０．２４１

適合度検定
カイ２乗 自由度 有意確率

４９８．６８５ １８６ ０．０００

因子相関行列
因子 １ ２ ３ ４

１ １．０００
２ ０．５８７ １．０００
３ ０．５０２ ０．５０１ １．０００
４ ０．３７０ ０．５５１ ０．３６７ １．０００
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転）を行った結果、表�－６に示す結果になった（注２）。総合相談支援業務における２４種の関係機

関等との連携状況は４つの因子によって構成されていることが明らかとなったが、社会福祉協議

会においては、抽出された因子負荷量の最大値が０．３未満であったため、どの因子にも分類され

ない変数として解釈した。また、居宅介護支援事業は第�因子に分類されたが、第�因子の因子

負荷量も高いということ、警察署は第�因子に分類されたが、第�因子の因子負荷量も高いとい

うこと、福祉事務所、病院は第�因子に分類されたが、福祉事務所は第�因子、病院は第�因子

の因子負荷量も高いということが明らかになった。

なお、第�因子を「住民組織や地域の教育・福祉関係組織等」、第�因子を「居宅生活支援組

織等」、第�因子を「緊急時対応機関等」、第�因子を「行政関係組織等」と命名した。

適合度検定
カイ２乗 自由度 有意確率

１０１２．５８１ ２０７ ０．０００

表�－７ 権利擁護業務における因子分析の結果（最尤法：プロマッ
クス回転） （n＝８５７）

因子 １ ２ ３
居宅介護支援事業者 ０．８９５ －０．０７５ －０．０８５
病院 ０．８１６ －０．０７９ ０．０４７
介護保険施設 ０．７８８ ０．０８７ －０．１２０
市区町村 ０．７７２ －０．２０４ ０．０２４
訪問介護事業者 ０．７２１ ０．１７７ －０．０９４
民生委員・児童委員 ０．６９５ ０．１３３ －０．０５２
福祉事務所 ０．６６３ －０．２０７ ０．１６０
診療所 ０．６０２ ０．０８２ ０．０６１
社会福祉協議会 ０．５４６ ０．１１４ －０．００９
訪問看護事業者 ０．５３８ ０．２０３ ０．０４９
警察署 ０．４２２ －０．０４９ ０．３３１
保健福祉センター・保健所 ０．４１０ ０．０８２ ０．１７８
他の地域包括支援センター ０．３８８ ０．１４６ ０．０５０
弁護士 ０．３０５ ０．０７９ ０．１５８
ボランティア団体 －０．０６９ ０．８２１ ０．０２１
老人会などの老人クラブ ０．０４６ ０．８０３ －０．０７１
家族会などの当事者団体 －０．０７２ ０．７４９ ０．０４８
小・中学校などの教育機関 －０．０５５ ０．６８３ ０．０７０
老人福祉センター －０．０２２ ０．６５９ －０．０１３
公民館などの社会教育施設 －０．０２５ ０．６４１ ０．０１０
自治会・町内会 ０．２３４ ０．５８９ －０．０８１
歯科診療所 ０．００２ ０．４６２ ０．２２７
消防署救急車手配なし ０．０１１ ０．０７４ ０．７２８
消防署救急車手配あり ０．１０１ ０．０３４ ０．７０３

因子相関行列
因子 １ ２ ３

１ １．０００
２ ０．６０７ １．０００
３ ０．５９４ ０．５２０ １．０００
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� 権利擁護業務における因子分析の結果

次に、権利擁護業務について因子分析（最尤法、プロマックス回転）を行った結果、表�－７

に示す結果になった。権利擁護業務における２４種の関係機関等との連携状況は３つの因子によっ

て構成されていることが明らかになった。また、警察署は第�因子に分類されたが、第�因子に

対しても因子負荷量は高いということが明らかになった。

なお、第�因子を「フォーマルな社会資源（事業者・機関）」、第�因子を「住民組織や地域の

教育・福祉関係組織等」、第�因子を「救急時対応機関」と命名した。

�．考 察

本研究では、地域包括支援センターにおける関係機関等との連携状況について記述的に明らか

にするために分析を行った。

� 業務別の連携状況について

総合相談支援業務及び権利擁護業務における各関係機関との連携状況の平均値と標準偏差の分

析結果から、総合相談支援業務が権利擁護業務に比して、平均値が３．０（月１回程度）以上の頻

度で連携している関係機関等が多いことが明らかになった。

総合相談支援業務が権利擁護業務に比して、弁護士との連携頻度以外は全体的に総合相談の連

携頻度の平均点が高いことが明らかになった。これはそもそも総合相談支援業務に比べて権利擁

護業務の業務が少ないためにこのようになっているのではないかと考えられた。なお、弁護士と

の連携については、地域支援事業における権利擁護業務とは、被保険者に対する虐待の防止及び

その早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業であり（介

護保険法第１１５条４５第２項第２号）、想定されるニーズが虐待などの法的なものが関係しているた

め、総合相談支援業務よりも権利擁護業務における連携頻度の平均値が高くなっているのではな

いかと考えられた。

� 変数間の相関行列の結果について

総合相談支援業務及び権利擁護業務における２４種の関係機関等との連携状況について、ピアソ

ンの積率相関係数を用いて変数間の相関行列を算出した結果、総合相談支援業務及び権利擁護業

務の相関関係が最も強い関係機関は、訪問看護事業者と訪問介護事業者であり、地域包括ケアシ

ステムにおいて医療と福祉の連携が強化されていることからも、地域包括支援センターが医療と

福祉の連携において中核的な役割を担っているのではないかということが考えられた。加えて、

訪問看護事業者及び訪問介護事業者は直接高齢者と関わりを持ち、支援していく仕事であること

から、ニーズを把握する機会が多く、日頃の業務から互いに連絡を取り連携しているため、地域

包括支援センターとの連携の相関関係が高いのではないかということが推察された。

加えて、総合相談支援業務に比して権利擁護業務は、全体的に高い相関関係が見られた。この

純 心 人 文 研 究 第２２号 ２０１６

―６１―



ことから、権利擁護業務の場合は、相談内容やニーズが複雑化していたり、深刻化しているため

に多職種、多機関での連携を必要としているのではないかと考えられた。

� 因子分析の結果について

総合相談支援業務及び権利擁護業務における２４種の関係機関等との連携状況について因子分析

を行った結果、総合相談支援業務は４因子モデルであるのに対して、権利擁護業務は３因子モデ

ルであることが明らかになった。

これらのことから、地域包括支援センターの社会福祉士が相談内容や業務内容に応じて関係機

関等との連携を行っているのではないかということ、換言するならば相談内容やニーズに応じて

社会資源との連絡・調整を行っているのではないかということを推察することができた。

なお、総合相談支援業務において第�因子の「行政関係組織等」を構成するグループの中に病

院が含まれているが、第�因子の「居宅生活支援組織等」に対しても病院の因子負荷量は０．３８８

と高い数値を示していた。このことについては、地域における病院の配置状況や、国立病院、公

立病院といった病院の運営母体などが連携状況に複雑にからんでいるのではないかということが

考えられ、病院との連携のあり方については更なる検討が必要であることを付記しておく。また、

警察署は第�因子の「住民組織や地域の教育・福祉関係組織等」に分類されたが、第�因子の「緊

急時対応機関等」に対しても因子負荷量は高い数値を示していた。このことについては、警察署

は緊急の対応も必要となるためであると考えられた。社会福祉協議会との連携は４つの因子のい

ずれにも分類されず、総合相談支援業務における社会福祉協議会との連携に関しては、独自の背

景因子が存在しているのではないかと考えられた。

また、本研究では、連携頻度について調査を行っており、各業務において具体的にどのような

相談内容やニーズに対応し、関係機関との連携を行っているかということに関しては調査を行っ

ていないため、これらについては今後の研究課題としたい。

最後に本調査にご協力をいただいた地域包括支援センターの関係者の皆様方に、この場をかり

て心より御礼申し上げます。

なお、本研究は、文部科学省の「平成２５年度未来医療研究人材養成拠点形成事業【テーマＢ】

リサーチマインドを持った総合診療医の養成」に係る研究成果の一部である。

注

注１ 本研究は、吉田ら（２０１４）の日本社会福祉学会における口頭発表の内容を大幅に加筆訂正を行ったもので

ある。

注２ 一般的に、確証的因子分析における適合度検定のカイ二乗値については、値が小さいほどモデルとデータ

との適合度がよいことを表しているが、本研究では、地域包括支援センターの総合相談支援業務及び権利

擁護業務における関係機関等との連携状況について探索的に明らかにすることを目的に因子分析を行った

ため、参考までにカイ二乗値を掲載したということを付記しておく。
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